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〇こんな悩みにお応えします 
年金だけでは不十分で、不安がある 
自分で積み増しするには、どんなものがあるの？ 
〇制度の特徴 
・経経営営者者ののたためめのの退退職職金金制制度度 
小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会社等の役員の方が廃業や

退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。 
・掛掛金金はは全全額額所所得得控控除除 
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除で

きます。 
・受受取取時時もも税税制制メメリリッットト 
共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の

雑所得扱い」です。 
〇他にもこんな特徴があります。 
契契約約者者貸貸付付けけのの利利用用がが可可能能、、共共済済金金のの受受給給権権はは差差押押禁禁止止＊＊  

＊共済金等の受給権は国税等滞納の差押え以外は差押禁止債権として保護されます。 
共済金の受給権は差押禁止 

山田町商工会 令和６年１月１日 

 

 

頑頑張張っっててくくれれるる従従業業員員ののたためめにに・・・・・・  
 

そそんんなな社社長長ささんんのの思思いいをを、、  

国国のの退退職職金金制制度度「「中中退退共共」」ががササポポーートトししまますす。。  
〇〇掛掛金金をを一一部部助助成成  

〇〇全全額額非非課課税税  

〇〇カカンンタタンン管管理理 

――  家家族族従従業業員員のの加加入入ももＯＯＫＫ！！  ――  

事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。 

 

※他の退職金・企業共済年金制度等との資産移換も可能です。 

 

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、借入れが受けら

れる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバッ

クアップします。 

○制度の特徴 

・掛掛金金のの 1100倍倍のの範範囲囲内内でで最最高高 88,,000000万万円円ままでで借借入入れれ 

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の 10倍に相当する額（最

高 8,000万円）」のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の借入れ金

額に応じて５年～７年（据置期間６か月を含む）で毎月均等償還です。 

・借借入入れれ条条件件はは無無担担保保・・無無保保証証人人 

共済金の借入れは、「無担保・無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の借

入れを受けますと借入れ額の 10分の１に相当する額が積み立てた掛金総額から

控除されます。 

・掛掛金金はは税税法法上上  

損損金金（（法法人人））ままたたはは必必要要経経費費（（個個人人事事業業））にに 

中中小小企企業業退退職職金金共共済済  

経経営営セセーーフフテティィ共共済済  

小小規規模模企企業業共共済済  
 

商工会ニュースややままだだ 

 

YAMADA 

令和６年１月１日 第90号 

山田町商工会 
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

旧
年
中
は
、
商
工
会
事
業
の
推
進
に
あ
た
り
ま
し
て
、
会
員

の
皆
様
は
じ
め
、
関
係
各
位
に
は
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
国
・
県
・
町
の
経
済
対

策
に
対
し
、
商
工
会
一
丸
と
な
っ
て
会
員
事
業
者
の
み
な
ら
ず
、

全
て
の
事
業
者
の
皆
様
に
対
し
、
各
種
相
談
や
申
請
事
務
な
ど

の
支
援
に
取
り
組
み
ま
し
た
。 

ま
た
、
町
か
ら
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
昨
年
に
引
き
続
い
て

七
月
に
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
の
販
売
を
行
い
、
町
内
経
済

の
活
性
化
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

商
工
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
円
安
の
進
行
、
今
後
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
や
中
東
情
勢
の
展
開
や
資
源
・
穀
物
価
格
の
動
向
、
企

業
の
賃
金
・
価
格
設
定
行
動
な
ど
不
確
実
性
は
極
め
て
高
く
十

分
注
意
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

当
会
で
は
、
今
後
も
会
員
の
皆
様
に
寄
り
添
い
、
町
内
商
工

業
の
発
展
に
向
け
て
今
後
も
全
力
で
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
の

で
、
会
員
各
位
並
び
に
関
係
機
関
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
よ
り

一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

結
び
に
、
皆
様
の
ご
繁
栄
と
ご
健
勝
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま

し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。 

 

 

< 令和５年度永年勤続従業員表彰式 > 
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山山田田町町商商工工会会  令令和和６６年年１１月月１１日日  

１ 期日  令和６６年１１月９日（火） 

         （午前）９時 30分から正午まで（午後）１時 30分から４時まで  

２ 場所  山田町商工会館２階「研修室Ａ」 
 
必必要要書書類類  

１１  従従業業員員本本人人、、控控除除対対象象配配偶偶者者、、控控除除対対象象扶扶養養親親族族等等（（年年少少扶扶養養親親族族をを含含むむ））の個個人人番番号号    

（（ママイイナナンンババーー））  

２２  給給与与支支払払者者の個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））または法法人人番番号号  

３３  源源泉泉徴徴収収票票、、源源泉泉徴徴収収簿簿とそれ以外の下記書類 

（１） 保険関係（生命保険料控除証明書、損害保険・火災保険・地震保険の控除証明書、 

小規模企業共済掛金払込証明書、国民年金・国民年金基金の控除証明書） 

（２） 中途入社の方（前職分の源泉徴収票）＊複数ある場合にはすべて必要 

（３） 国民健康保険・介護保険を支払った方（領収書） 

（４） 配偶者・被扶養者でパート・アルバイトをしている人がいる場合（氏名・収入金額） 
 
＊ 必要書類が全て揃っている方のみ、指導を行いますので、ご注意ください。 

＊ 上記期日以外の指導は受付致しかねます。 

＊ 納納付付期期限限以降の場合は受給者１人につき 550000円（税別）の手数料が掛かりますので、お早

めにお願い致します。 

去る 11月 27日（月）、山田町商工会館において新型コロナウイルス感染症拡大防止の配慮を行

い、令和５年度永年勤続従業員表彰式を開催致しました。山﨑会長が式辞を述べ、続いて以下の

方々が表彰されました。最後に来賓の佐藤信逸 山田町長（代理 甲斐谷芳一 副町長）、昆暉雄 

山田町議会議長（代理 阿部吉衛 産業建設民生常任委員長）が祝辞を述べました。 

 

●永年勤続従業員表彰 

 ・勤続 20年表彰  阿部 達也    （山田町特産品販売協同組合） 

 ・勤続 10年表彰  佐藤 知絵未  （佐々総業株式会社） 

                竹内 久志    （   〃   ） 

   中嶋 未津子  （   〃   ） 

   中村 龍也    （   〃   ） 

 ・勤続５年表彰    阿部 歌子    （天翔水産株式会社） 

 

●表彰伝達 

 岩手県商工会連合会長表彰（青年部役員功労者表彰） 
前青年部長  小野 浩人 （小野自動車鈑金塗装工場） 

 
 

令令和和５５年年度度永永年年勤勤続続従従業業員員表表彰彰式式  

年年末末調調整整個個別別指指導導ののおお知知ららせせ  

 

< 甲斐谷副町長 > 

< 記念撮影 > < 青年部役員功労者表彰 > 

１
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岩手県景気動向指数

小規模企業景気動向調査（ＤＩ）

山田町商工会令和６年１月１日

 

新規求人数（上段）及び新規求人倍率（下段）（人、倍）

出典：岩手労働局

所定外労働時間（全産業）（月当り時間）

出典：岩手県ふるさと振興部

常用雇用指数（全産業）（令和２年=100）

出典：岩手県ふるさと振興部

ＤＩ（景気動向指数）は、増加（好転）企業割合から減少（悪化）企業割合を差し引いた値です。

11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

売
上
額

産業全体 ▲0.7 2.5 ▲3.6 0.8 6.1 9.0 10.9 10.8 12.8 8.9 5.6 7.7

製造 1.4 2.6 ▲0.4 4.9 10.4 12.6 12.1 11.2 14.3 6.8 3.7 5.9

建設 3.3 7.1 ▲0.5 3.9 6.4 5.0 6.4 10.9 12.7 7.6 4.8 8..3

小売 ▲13.8 ▲5.2 ▲12.6 ▲9.6 ▲2.1 2.0 4.2 3.4 4.7 2.8 ▲0.7 ▲1.1

サービス 6.2 5.5 ▲1.1 3.9 9.5 16.7 20.9 17.6 19.4 18.3 14.5 17.5

採
算

産業全体 ▲45.2 ▲42.4 ▲50.5 ▲45.7 ▲41.0 ▲36.2 ▲31.6 ▲29.9 ▲29.5 ▲32.7 ▲32.1 ▲27.5

製造 ▲50.1 ▲49.3 ▲54.9 ▲51.7 ▲45.2 ▲36.6 ▲34.1 ▲32.6 ▲36.2 ▲36.4 ▲37.6 ▲32.2

建設 ▲49.0 ▲40.7 ▲52.3 ▲45.4 ▲44.3 ▲42.1 ▲38.1 ▲35.1 ▲34.6 ▲37.9 ▲32.9 ▲33.1

小売 ▲54.9 ▲49.7 ▲57.1 ▲50.4 ▲46.5 ▲42.6 ▲37.0 ▲34.5 ▲34.6 ▲35.9 ▲37.9 ▲33.2

サービス ▲26.9 ▲29.9 ▲37.5 ▲35.4 ▲28.0 ▲23.5 ▲17.2 ▲17.4 ▲12.7 ▲20.7 ▲19.9 ▲11.5

資
金
繰
り

産業全体 ▲35.0 ▲32.7 ▲37.7 ▲35.9 ▲32.7 ▲28.3 ▲21.2 ▲23.2 ▲24.8 ▲28.0 ▲27.3 ▲22.3

製造 ▲39.3 ▲37.9 ▲39.9 ▲38.2 ▲31.1 ▲27.5 ▲23.7 ▲25.0 ▲27.4 ▲29.8 ▲29.8 ▲26.4

建設 ▲35.5 ▲30.8 ▲37.8 ▲34.9 ▲39.8 ▲34.8 ▲26.1 ▲31.2 ▲31.6 ▲38.4 ▲32.5 ▲27.3

小売 ▲43.9 ▲38.7 ▲45.9 ▲43.0 ▲37.5 ▲34.3 ▲26.6 ▲25.0 ▲30.3 ▲29.5 ▲32.4 ▲25.8

サービス ▲21.5 ▲23.4 ▲27.1 ▲27.6 ▲22.1 ▲16.5 ▲8.1 ▲11.5 ▲9.8 ▲14.1 ▲14.6 ▲9.8

業
況

産業全体 ▲30.8 ▲27.7 ▲33.5 ▲29.9 ▲23.3 ▲18.3 ▲14.4 ▲13.2 ▲14.1 ▲19.1 ▲20.3 ▲16.1

製造 ▲35.1 ▲31.9 ▲34.8 ▲32.1 ▲24.3 ▲21.8 ▲14.9 ▲15.5 ▲15.7 ▲23.8 ▲24.2 ▲17.1

建設 ▲30.8 ▲27.9 ▲35.5 ▲25.7 ▲25.0 ▲21.0 ▲22.8 ▲18.0 ▲16.3 ▲23.4 ▲25.8 ▲20.5

小売 ▲44.2 ▲36.1 ▲43.1 ▲39.9 ▲31.2 ▲27.3 ▲22.5 ▲20.6 ▲23.2 ▲24.5 ▲28.4 ▲25.4

サービス ▲13.4 ▲14.7 ▲20.4 ▲21.8 ▲12.5 ▲3.1 ▲2.7 1.1 ▲1.1 ▲4.4 ▲2.7 ▲1.4

出典：全国商工会連合会 産業政策部 産業政策課

４年

10月 11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

岩手県 11,421 11,111 10,759 12,198 11,628 10,445 9,824 10,747 9,939 9,886 11,231 9,493

季節調整値 2.22 2.20 2.09 1.96 2.13 2.00 1.92 2.16 1.98 1.92 2.10 1.89

宮古 574 532 530 710 568 504 549 423 399 481 419 421

2.00 1.87 2.13 2.11 0.89 1.17 1.52 1.33 1.31 1.97 1.77 1.33

４年

９月 10月 11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

岩手県 11.8 11.2 10.8 11.1 10.7 10.5 10.5 10.6 11.2 11.3 11.0 10.9

４年

９月 10月 11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

岩手県 99.9 101.1 101.4 102.3 102.8 103.0 103.5 103.0 102.1 101.8 102.5 103.1
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令和５年分の決算書及び確定申告書の個別指導会を下記の日程で行います。 

ごご希希望望のの方方はは必必ずず予予約約ををししてて下下ささいい。。（決算指導を受けた日（終えた日）及び指導内容により手数

料が異なります。詳しくは下記の決算手数料基準をご覧下さい）定員になり次第、受付終了となりま

すのでお早めにお申し込みください。なお、申込締切後は受付いたしかねますのでご了承下さい。 

１ 期日    令和６６年１１月１１７７日（水）から３３月１日（金）まで（但し、土・日・祝日は除く） 

        （午前）９９時 3300分から正正午午まで （午後）１１時 3300分から４４時まで 

２ 場所    山田町商工会館２階研修室 

３ 申込締切  令和６６年１１月 3311日（水）午後５５時まで 

４ 持参書類  諸帳簿、通帳、領収書、保険関係控除証明書（生命保険、損保・火災・地震保険、 

小規模企業共済、国民年金、国民年金基金）、確定申告のお知らせはがき、令和３

年～令和４年分決算書・確定申告書の控え 

＊申告書には、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの記記載載、本本人人確確認認書書類類のの提提示示ままたたはは写写ししの添付が必要です。 

＊諸帳簿、領収書等が整理されていない場合、指導できませんので、来会前に整理してください。 

本本人人確確認認書書類類ににつついいてて  

個個人人番番号号カカーードドがあれば、1 枚で本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。なお、個人番号

カードをお持ちでない方は、以下の番番号号確確認認書書類類と身身元元確確認認書書類類のの写写ししの添付をお願いします。 

①① 番番号号確確認認書書類類<<ごご本本人人のの個個人人番番号号（（1122桁桁））をを確確認認ででききるる書書類類>>  

通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（個人番号の記載のあるものに限る）

のうちいずれか 1つ 

②② 身身元元確確認認書書類類<<記記載載ししたた個個人人番番号号のの持持ちち主主ででああるるここととをを確確認認ででききるる書書類類>>  

運転免許証、公的医療保険証の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

のうちいずれか 1つ 
 

山田町商工会決算手数料基準   

 金 額 摘 要 

決算書、収支内訳書 1枚作成につき 3,000円 集計表作成済 

 5,000円 集計表未作成 

 12,000円 未集計 

決算書 記帳代行 7,000円  

（MA1利用者） 半自計（記帳代行＋自計） 7,000円  

 自計 5,000円  

確定申告書 1枚作成につき 4,000円  

 

分離課税申告 

譲 渡 ＋ 9,000円  

山 林 ＋ 7,000円  

その他 ＋ 7,000円  

住宅借入金等特別控除 ＋ 3,000円  

医療費控除 
＋ 1,000円 集計済 

＋ 4,000円 未集計 

消費税申告書 
一般課税 ＋ 7,000円  

簡易課税 ＋ 5,000円  

非会員の方 ＋ 16,000円 商工会会員以外 

納付期限を過ぎてからの年末調整(1人につき) ＋  500円  

令和６年２月２日までに決算指導を受けた方 △ 2,000円 割引 

令和６年３月２日以降に決算指導を受けた方 ＋ 2,000円 割増 

 ※上記手数料の合計額をもらいうける。（上限 50,000円） 

 ※消費税は別途徴求する。 

山田町商工会 令和６年１月１日 

決決算算個個別別指指導導会会ののおお知知ららせせ  
 

２
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岩手県景気動向指数

小規模企業景気動向調査（ＤＩ）

山田町商工会令和６年１月１日

 

新規求人数（上段）及び新規求人倍率（下段）（人、倍）

出典：岩手労働局

所定外労働時間（全産業）（月当り時間）

出典：岩手県ふるさと振興部

常用雇用指数（全産業）（令和２年=100）

出典：岩手県ふるさと振興部

ＤＩ（景気動向指数）は、増加（好転）企業割合から減少（悪化）企業割合を差し引いた値です。

11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

売
上
額

産業全体 ▲0.7 2.5 ▲3.6 0.8 6.1 9.0 10.9 10.8 12.8 8.9 5.6 7.7

製造 1.4 2.6 ▲0.4 4.9 10.4 12.6 12.1 11.2 14.3 6.8 3.7 5.9

建設 3.3 7.1 ▲0.5 3.9 6.4 5.0 6.4 10.9 12.7 7.6 4.8 8..3

小売 ▲13.8 ▲5.2 ▲12.6 ▲9.6 ▲2.1 2.0 4.2 3.4 4.7 2.8 ▲0.7 ▲1.1

サービス 6.2 5.5 ▲1.1 3.9 9.5 16.7 20.9 17.6 19.4 18.3 14.5 17.5

採
算

産業全体 ▲45.2 ▲42.4 ▲50.5 ▲45.7 ▲41.0 ▲36.2 ▲31.6 ▲29.9 ▲29.5 ▲32.7 ▲32.1 ▲27.5

製造 ▲50.1 ▲49.3 ▲54.9 ▲51.7 ▲45.2 ▲36.6 ▲34.1 ▲32.6 ▲36.2 ▲36.4 ▲37.6 ▲32.2

建設 ▲49.0 ▲40.7 ▲52.3 ▲45.4 ▲44.3 ▲42.1 ▲38.1 ▲35.1 ▲34.6 ▲37.9 ▲32.9 ▲33.1

小売 ▲54.9 ▲49.7 ▲57.1 ▲50.4 ▲46.5 ▲42.6 ▲37.0 ▲34.5 ▲34.6 ▲35.9 ▲37.9 ▲33.2

サービス ▲26.9 ▲29.9 ▲37.5 ▲35.4 ▲28.0 ▲23.5 ▲17.2 ▲17.4 ▲12.7 ▲20.7 ▲19.9 ▲11.5

資
金
繰
り

産業全体 ▲35.0 ▲32.7 ▲37.7 ▲35.9 ▲32.7 ▲28.3 ▲21.2 ▲23.2 ▲24.8 ▲28.0 ▲27.3 ▲22.3

製造 ▲39.3 ▲37.9 ▲39.9 ▲38.2 ▲31.1 ▲27.5 ▲23.7 ▲25.0 ▲27.4 ▲29.8 ▲29.8 ▲26.4

建設 ▲35.5 ▲30.8 ▲37.8 ▲34.9 ▲39.8 ▲34.8 ▲26.1 ▲31.2 ▲31.6 ▲38.4 ▲32.5 ▲27.3

小売 ▲43.9 ▲38.7 ▲45.9 ▲43.0 ▲37.5 ▲34.3 ▲26.6 ▲25.0 ▲30.3 ▲29.5 ▲32.4 ▲25.8

サービス ▲21.5 ▲23.4 ▲27.1 ▲27.6 ▲22.1 ▲16.5 ▲8.1 ▲11.5 ▲9.8 ▲14.1 ▲14.6 ▲9.8

業
況

産業全体 ▲30.8 ▲27.7 ▲33.5 ▲29.9 ▲23.3 ▲18.3 ▲14.4 ▲13.2 ▲14.1 ▲19.1 ▲20.3 ▲16.1

製造 ▲35.1 ▲31.9 ▲34.8 ▲32.1 ▲24.3 ▲21.8 ▲14.9 ▲15.5 ▲15.7 ▲23.8 ▲24.2 ▲17.1

建設 ▲30.8 ▲27.9 ▲35.5 ▲25.7 ▲25.0 ▲21.0 ▲22.8 ▲18.0 ▲16.3 ▲23.4 ▲25.8 ▲20.5

小売 ▲44.2 ▲36.1 ▲43.1 ▲39.9 ▲31.2 ▲27.3 ▲22.5 ▲20.6 ▲23.2 ▲24.5 ▲28.4 ▲25.4

サービス ▲13.4 ▲14.7 ▲20.4 ▲21.8 ▲12.5 ▲3.1 ▲2.7 1.1 ▲1.1 ▲4.4 ▲2.7 ▲1.4

出典：全国商工会連合会 産業政策部 産業政策課

４年

10月 11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

岩手県 11,421 11,111 10,759 12,198 11,628 10,445 9,824 10,747 9,939 9,886 11,231 9,493

季節調整値 2.22 2.20 2.09 1.96 2.13 2.00 1.92 2.16 1.98 1.92 2.10 1.89

宮古 574 532 530 710 568 504 549 423 399 481 419 421

2.00 1.87 2.13 2.11 0.89 1.17 1.52 1.33 1.31 1.97 1.77 1.33

４年

９月 10月 11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

岩手県 11.8 11.2 10.8 11.1 10.7 10.5 10.5 10.6 11.2 11.3 11.0 10.9

４年

９月 10月 11月 12月

５年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

岩手県 99.9 101.1 101.4 102.3 102.8 103.0 103.5 103.0 102.1 101.8 102.5 103.1

３
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山田町商工会

全国中小企業動向調査結果

令和６年１月１日

※ 10-12は見通し

出典：日本政策金融公庫総合研究所

業種別売上ＤＩの推移 業種別採算ＤＩの推移

R5/1-3 4-6 7-9 10-12 R5/1-3 4-6 7-9 10-12

全業種 ▲3.6 1.4 0.8 1.7 全業種 ▲24.3 ▲15.9 ▲16.0 ▲12.4

製造 ▲7.6 ▲11.0 ▲14.6 ▲15.3 製造 ▲21.4 ▲20.0 ▲23.3 ▲17.8

卸売 ▲1.9 ▲5.8 ▲2.3 ▲4.9 卸売 ▲20.8 ▲11.1 ▲15.5 ▲9.5

小売 ▲12.5 ▲2.9 ▲7.9 ▲5.9 小売 ▲25.3 ▲18.7 ▲21.1 ▲15.1

飲食・宿泊 36.7 46.2 38.0 39.0 飲食・宿泊 ▲34.4 ▲17.6 ▲12.5 ▲11.8

サービス ▲11.4 ▲1.9 3.5 3.8 サービス ▲26.0 ▲12.1 ▲10.5 ▲9.8

情報通信 2.9 1.4 ▲8.6 10.1 情報通信 ▲1.4 4.2 ▲8.3 4.2

建設 ▲22.0 ▲22.6 ▲15.7 ▲12.8 建設 ▲16.2 ▲16.4 ▲12.1 ▲10.2

運輸 3.4 10.9 15.1 16.4 運輸 ▲26.0 ▲15.0 ▲16.1 ▲10.1

非製造 ▲2.9 3.6 3.5 4.7 非製造 ▲24.9 ▲15.2 ▲14.7 ▲11.4

業種別資金繰りＤＩの推移 業種別設備投資実施企業割合の推移

R5/1-3 4-6 7-9 10-12 R5/1-3 4-6 7-9

全業種 ▲25.7 ▲17.7 ▲20.6 ▲22.2 全業種 11.4 13.1 12.8

製造 ▲24.7 ▲18.6 ▲24.8 ▲25.0 製造 11.5 12.3 11.8

卸売 ▲24.3 ▲17.3 ▲18.4 ▲26.3 卸売 9.5 11.9 11.7

小売 ▲27.2 ▲24.2 ▲25.1 ▲24.8 小売 9.5 10.8 11.2

飲食・宿泊 ▲27.4 ▲13.7 ▲16.3 ▲21.1 飲食・宿泊 14.2 16.6 16.6

サービス ▲25.5 ▲12.2 ▲17.9 ▲18.1 サービス 11.5 12.4 12.4

情報通信 ▲15.7 ▲8.3 ▲15.3 ▲13.9 情報通信 15.7 16.7 18.1

建設 ▲25.6 ▲20.4 ▲19.1 ▲19.3 建設 11.2 15.5 11.8

運輸 ▲19.9 ▲16.9 ▲20.9 ▲26.1 運輸 15.1 16.3 20.4

非製造 ▲25.9 ▲17.6 ▲19.9 ▲21.8 非製造 11.3 13.3 12.9

業種別販売価格ＤＩの推移 業種別仕入価格ＤＩの推移

R5/1-3 4-6 7-9 10-12 R5/1-3 4-6 7-9 10-12

全業種 26.7 30.1 27.4 23.0 全業種 75.2 74.5 75.3 71.8

製造 23.5 26.9 20.0 13.0 製造 83.6 80.6 77.7 72.0

卸売 45.4 40.7 40.6 34.3 卸売 76.5 72.3 76.0 68.2

小売 38.7 41.2 42.4 37.9 小売 71.7 71.5 75.0 71.1

飲食・宿泊 41.8 43.9 37.6 30.8 飲食・宿泊 92.3 93.1 92.0 90.4

サービス 7.9 15.9 8.8 8.0 サービス 59.6 62.1 58.7 57.8

情報通信 0.0 9.9 12.7 11.1 情報通信 49.3 50.7 44.1 47.1

建設 13.1 16.6 20.6 16.7 建設 80.3 77.4 79.9 76.6

運輸 3.5 9.6 6.8 11.5 運輸 66.0 60.3 85.3 80.5

非製造 27.2 30.7 28.7 24.8 非製造 73.7 73.4 74.8 71.8

 

1 
 

山山田田町町商商工工会会  令令和和６６年年１１月月１１日日  

１ 期日  令和６６年１１月９日（火） 

         （午前）９時 30分から正午まで（午後）１時 30分から４時まで  

２ 場所  山田町商工会館２階「研修室Ａ」 
 
必必要要書書類類  

１１  従従業業員員本本人人、、控控除除対対象象配配偶偶者者、、控控除除対対象象扶扶養養親親族族等等（（年年少少扶扶養養親親族族をを含含むむ））の個個人人番番号号    

（（ママイイナナンンババーー））  

２２  給給与与支支払払者者の個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））または法法人人番番号号  

３３  源源泉泉徴徴収収票票、、源源泉泉徴徴収収簿簿とそれ以外の下記書類 

（１） 保険関係（生命保険料控除証明書、損害保険・火災保険・地震保険の控除証明書、 

小規模企業共済掛金払込証明書、国民年金・国民年金基金の控除証明書） 

（２） 中途入社の方（前職分の源泉徴収票）＊複数ある場合にはすべて必要 

（３） 国民健康保険・介護保険を支払った方（領収書） 

（４） 配偶者・被扶養者でパート・アルバイトをしている人がいる場合（氏名・収入金額） 
 
＊ 必要書類が全て揃っている方のみ、指導を行いますので、ご注意ください。 

＊ 上記期日以外の指導は受付致しかねます。 

＊ 納納付付期期限限以降の場合は受給者１人につき 550000円（税別）の手数料が掛かりますので、お早

めにお願い致します。 

去る 11月 27日（月）、山田町商工会館において新型コロナウイルス感染症拡大防止の配慮を行

い、令和５年度永年勤続従業員表彰式を開催致しました。山﨑会長が式辞を述べ、続いて以下の

方々が表彰されました。最後に来賓の佐藤信逸 山田町長（代理 甲斐谷芳一 副町長）、昆暉雄 

山田町議会議長（代理 阿部吉衛 産業建設民生常任委員長）が祝辞を述べました。 

 

●永年勤続従業員表彰 

 ・勤続 20年表彰  阿部 達也    （山田町特産品販売協同組合） 

 ・勤続 10年表彰  佐藤 知絵未  （佐々総業株式会社） 

                竹内 久志    （   〃   ） 

   中嶋 未津子  （   〃   ） 

   中村 龍也    （   〃   ） 

 ・勤続５年表彰    阿部 歌子    （天翔水産株式会社） 

 

●表彰伝達 

 岩手県商工会連合会長表彰（青年部役員功労者表彰） 
前青年部長  小野 浩人 （小野自動車鈑金塗装工場） 

 
 

令令和和５５年年度度永永年年勤勤続続従従業業員員表表彰彰式式  

年年末末調調整整個個別別指指導導ののおお知知ららせせ  

 

< 甲斐谷副町長 > 

< 記念撮影 > < 青年部役員功労者表彰 > 

４
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〇こんな悩みにお応えします 
年金だけでは不十分で、不安がある 
自分で積み増しするには、どんなものがあるの？ 
〇制度の特徴 
・経経営営者者ののたためめのの退退職職金金制制度度 
小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会社等の役員の方が廃業や

退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。 
・掛掛金金はは全全額額所所得得控控除除 
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除で

きます。 
・受受取取時時もも税税制制メメリリッットト 
共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の

雑所得扱い」です。 
〇他にもこんな特徴があります。 
契契約約者者貸貸付付けけのの利利用用がが可可能能、、共共済済金金のの受受給給権権はは差差押押禁禁止止＊＊  

＊共済金等の受給権は国税等滞納の差押え以外は差押禁止債権として保護されます。 
共済金の受給権は差押禁止 

山田町商工会 令和６年１月１日 

 

 

頑頑張張っっててくくれれるる従従業業員員ののたためめにに・・・・・・  
 

そそんんなな社社長長ささんんのの思思いいをを、、  

国国のの退退職職金金制制度度「「中中退退共共」」ががササポポーートトししまますす。。  
〇〇掛掛金金をを一一部部助助成成  

〇〇全全額額非非課課税税  

〇〇カカンンタタンン管管理理 

――  家家族族従従業業員員のの加加入入ももＯＯＫＫ！！  ――  

事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。 

 

※他の退職金・企業共済年金制度等との資産移換も可能です。 

 

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、借入れが受けら

れる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバッ

クアップします。 

○制度の特徴 

・掛掛金金のの 1100倍倍のの範範囲囲内内でで最最高高 88,,000000万万円円ままでで借借入入れれ 

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の 10倍に相当する額（最

高 8,000万円）」のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の借入れ金

額に応じて５年～７年（据置期間６か月を含む）で毎月均等償還です。 

・借借入入れれ条条件件はは無無担担保保・・無無保保証証人人 

共済金の借入れは、「無担保・無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の借

入れを受けますと借入れ額の 10分の１に相当する額が積み立てた掛金総額から

控除されます。 

・掛掛金金はは税税法法上上  

損損金金（（法法人人））ままたたはは必必要要経経費費（（個個人人事事業業））にに 

中中小小企企業業退退職職金金共共済済  

経経営営セセーーフフテティィ共共済済  

小小規規模模企企業業共共済済  
 

５


